
法人名称 主たる事務所の所在地 取消しの原因となる事実 根拠法令 取消年月日

1
特定非営利活動法人
さとかづき

熊本市東野二丁目１４番１号
設立認証申請書に虚偽記載があ
り、認証基準等を満たしていな
かったことが判明。

法第12条第1項第1号
法第15条

平成20年6月18日

2
特定非営利活動法人
くまもとスローリボンプロジェクト

熊本市中央街１２番１６ー１５０３号 事業報告書等３年未提出 法第43条第1項 平成21年8月11日

3
特定非営利活動法人
インターナショナル・プロジェクト協会

熊本市中央区水道町２丁目７番上通りスカ
イハイツエクセル２０３号

事業報告書等３年未提出 法第43条第1項 平成30年5月29日

4
ＮＰＯ法人
青年協議会

宇土市古保里７３５番地３ 事業報告書等３年未提出 法第43条第1項 令和5年3月27日

5
ＮＰＯ法人
はつらつ

熊本市中央区渡鹿五丁目１０番３０―１１
０号

事業報告書等３年未提出 法第43条第1項 令和5年3月27日

　認証取消法人一覧


